
前橋市宮城総合運動場ほかＬＥＤ照明賃貸借仕様書 

 

 

１ 件名 

前橋市宮城総合運動場ほかＬＥＤ照明賃貸借 

 

２ 業務内容 

各施設に設置されている照明器具（以下「旧照明器具」という。）を撤去し、新たに

ＬＥＤ照明器具（以下「新照明器具」という。）を調達・設置し（以下「撤去設置作

業」という。）、新照明器具を賃貸借するもの。 

また、賃貸借期間中における照明器具の保守管理を行う。 

 

３ 賃貸借期間  

令和８年３月１日から令和１８年２月２９日まで（１２０か月） 

 

４ 賃貸借物品の納入期限 

令和８年２月２８日 

 

５ 業務場所 

（１）前橋市宮城総合運動場（前橋市鼻毛石町２２７０番地１） 

   多目的広場(野球Ａ面) 

（２）前橋市粕川総合グランド（前橋市粕川町西田面１８９番地） 

   運動場 

（３）前橋市北部運動場（前橋市上細井町２１２７番地４） 

（４）前橋桃ノ木川グランド（前橋市東片貝町４１７番地４） 

（５）大胡総合運動公園（前橋市堀越町４７３番地４） 

   テニスコート 

※詳細は別紙１「対象施設」、別紙４「施設図」のとおり 

 

６ 賃貸借物品  

（１）数量 

   別紙２「施設別器具一覧表」－「器具台数」「総ランプ数」のとおりとする。 

（２）要求事項 

新照明器具は、別紙２「施設別器具一覧表」－「記号」欄を参照し、別紙３

「機器別要求事項」を満たすこと。なお、器具はすべて新品とする。 

（３）仕様共通事項 

新照明器具は、（２）の要求事項とともに「７ 器具仕様」を満たすこと。 

 

７ 器具仕様 

（１）新照明器具は、国又は地方公共団体の保有する施設に納入実績がある国内メーカ

ーの製品とし、「６ 賃貸借物品」に示した照明器具（基準品）又は同等以上の性



能を有したものであること。 

（２）定格寿命 

全光束が設計値の 70％となるまでの総点灯時間が 40,000 時間以上であるこ 

と。 

（３）ちらつき対策 

  電気用品安全法施行令別表８  86 の 6 の 2：エル・イー・ディー・ランプ  イ

構造（ニ）の技術基準を遵守したもの。（光出力はちらつきを感じないものである

こと） 

（４）ノイズ対策 

電気用品安全法の基準をクリアすること。 

（５）安全対策 

LED 照明を既存の照明器具に誤装着した場合、人体に危害を加えるおそれのあ

る電流が流れない構造であること。 

（６）品質管理体制 

ISO9001 の認証取得工場で製造していること。 

（７）環境配慮 

ISO14001 の認証取得工場で製造していること。 

（８）前橋市宮城総合運動場多目的広場(野球Ａ面)、前橋市北部運動場野球場、前橋

桃ノ木川グランド野球場、大胡総合運動公園テニスコート投光器は以下の要求事

項を満たすものとする。 

①施設利用者等の安全確保のため、落下防止ワイヤー等による落下防止措置を

講じること。 

②まぶしさを考慮し設置すること。 

（９）既設照明器具が防雨・防湿、防塵、防爆及び高温用器具の場合は、同等以上の性

能を持つ器具を選定すること。なお、基準品以外の照明器具を選定しようとする

場合は、当該照明器具の仕様を確認することができるカタログ等及び当該照明器

具が基準品と同等以上の性能を有することを証明する書類を添付のうえ、令和７

年６月３０日（月）＜質問受付期間＞までに協議書を賃借人へ提出し協議を行う

こと。 

 

８ 撤去設置作業要件 

（１）撤去設置については、前橋市公契約基本条例（平成２５年３月２９日条例第１２

号）第２０条の規定により、前橋市内に事務所又は事業所を有する事業者の活用

に努めること。 

（２）契約締結後、速やかに本作業の体制及び作業計画表（工程表）を作成し、賃借人

と綿密に打合せを行うこと。（１）を満たせない場合、経過記録及び理由を記載し

た書類（任意書式）を提出し、賃借人へ承諾を受けること。 

工程表は、別紙１「対象施設」の工期・条件を確認のうえ作成すること。 

（３）照明設備ＬＥＤ化にあたり、①直管形ＬＥＤランプに交換、②一体型ＬＥＤ器具

に交換のいずれかの方式を選択して導入すること。なお、仕様書（別紙２、別紙



３）は、直管形を想定しているため、一体型で２灯式の器具を導入する場合は２

本分の仕様を満たすものとする。 

（４）作業日程は、納入期限厳守の上、賃借人と協議し決定すること。なお、施設への

調整は賃借人が行うこととする。 

（５）作業については、利用者への影響が最小限となるよう極力、部分的な閉鎖によっ

て行うこと。施設全体の閉鎖を行う場合は、事前に賃借人と日程調整を行うこ

と。 

（６）撤去設置作業前に現場調査、回路調査等を十分行ってから作業を実施すること。

なお、調査を行うにあたり、賃借人に事前連絡をすること。 

（７）作業前後に照明設備回路の絶縁測定を実施し、作業による絶縁劣化等がないこと

を確認すること。 

（８）作業にあたっては、建築基準法、電気事業法、労働安全衛生法その他の関係法令

等に従って行うとともに利用者等の安全を十分に確保し、賃貸人の負担で必要な

措置を講じ、事故等の発生を防止すること。 

（９）作業に必要な工具類、足場、消耗品等は賃貸人の負担とする。 

（10）新照明器具は、原則として旧照明器具と同じ位置及び方向に設置することとし、

設置にあたっては、器具の固定や配線等に必要な最小限の範囲を除き、設置位置

の現状を破損しないようにすること。また、旧照明器具を撤去した後に生じた取

付孔及び取付痕等が最小限となるように新照明器具を設置すること。 

（11）本仕様書と現状の設置状況について相違がある場合の仕様の適用については、原

則として現状に基づくものとする。なお、構造物・既存設備等の関係で発生する

機器の位置変更、配線・配管経路変更等の軽微な変更は、賃借人と協議の上、承

諾を得て、変更することができる。 

（12）撤去した旧照明器具は、適切に処分すること。また、発生材の処理については、

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、再生資源の利用の促進に関する

法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令に従い適切に処理す

ること。 

（13）新照明器具を設置後、速やかに点灯試験、照度測定、調整等の機能確認を行い、

施設職員の確認を受けること。 

（14）本作業の完了後、完成図等を添付した作業完了報告書を提出すること。 

完成図等（電子データで提供すること） 

①出荷証明書 

②使用材料承認図、製品の取扱説明書 

③現地試験成績書（作業前後の照度・絶縁抵抗値の測定） 

④作業前後の施工写真 

    ⑤竣工図 

    ⑥その他、賃借人が指示した書類 

（15）この契約の履行に伴い、賃借人及び第三者が被った被害については、賃貸人が損

害賠償の責を負うものとする。ただし、その損害（保険その他により補てんされ

た部分を除く。）のうち賃借人の責に帰すべき理由により生じたものについては、

賃借人が負担する。 



（16）社会・経済情勢の悪化など賃貸人の責によらない不可抗力による生産・納期の遅

延が生じた場合は、賃貸借開始日等を別途協議とする。 

 

９ 物件の保証 

（１）物件の保証期間は、賃貸借契約の履行期間とし、賃貸借の開始は、すべての器具

が設置完了し、検査に合格した時点からとする。 

ただし、賃貸借開始前の期間中に器具の不具合が発生した場合は、賃貸人の負担

で物品の取り換え、代替え、修理等（交換作業費を含む）を行うものとする。 

（２）上記期間中、通常使用したにも関わらず、物件及び物件に起因する周辺機器の動

作異常・破損・故障が発生した場合は、賃貸人の負担により物件及び周辺機器が正

常に動作するように復旧すること。 

（３）賃貸借期間中に、器具不良あるいは経年劣化等により、物件が正常に動作しなく

なった場合は、物件の交換等を実施するものとし、この作業に必要な物件及びその

関連部品・消耗品等並びに技術者の派遣及び作業等の費用は、すべて賃貸人の負担

とする。 

なお、この場合において、導入した物件と同一製品が生産中止等により納入困難

な場合は、同等以上の性能・規格を有する代替品を用意すること。 

（４）本契約で設置した物件について、賃貸借期間中に賃借人の責めによらない何等か

の事情により使用停止等の必要性が生じた場合は、賃貸人の責任において速やかに

代替品（導入製品と同等以上の性能・規格を有すること）等を提供し、施設運営に

支障を来さないようにすること。 

この場合における費用は賃貸人が負担するものとし、賃借人は、原則として新た

な費用負担は行わない。 

（５）本契約物件には動産総合保険(新価特約付)を付保するものとする。 

保証範囲は下記参照。 

項 目 内 容 

補 償 

される 

損 害 

火災、盗難、水災（台風・暴風雨・豪雨等による洪水、高潮、土砂崩れ

等の 

水災含む）、取扱不注意による破損、爆発、落雷、風・雪・雨・雹、物体

の衝突、水濡れ、いたずら（契約者及び使用人によるいたずらは免責）、

ストライキ・騒擾車両の接触・衝突、電気的・機械的事故等 

免 責 

となる 

損 害 

故意・重過失による破損、経年劣化等による損害、ねずみ食い・虫食

い、地震、噴火、津波（地震・噴火による）、戦争、テロ、核燃料物質に

よる汚染 

（６）保証期間中における不具合発生時において、速やかに復旧させることを目的とし

て、専用窓口（℡：平日 9 時～17 時）を設置し、その連絡先を物件の設置期限ま

でに明示すること。 

（７）物件の交換等については、前橋市内に事務所又は事業所を有する事業者の活用に

努めること。 

 

10  入札書記載事項 



 （１）入札金額は、賃貸借料の月額合計を記載すること。 

 （２）金額は、すべて税抜きで記載すること。 

 （３）提出する入札書は別添の書式を使用すること。 

 

11 支払方法  

賃貸借料は、四半期ごとの最終月（６月、９月、１２月、３月）に当該四半期分を請

求することとし、請求を受けた日から３０日以内に支払うものとする。なお、初回３月

分は、令和８年４月中（ただし、請求を受けた日から３０日以内）に支払い、契約満了

月の属する四半期においては、契約満了月に請求することとする。 

 

12 その他 

（１）賃貸借期間終了後は、賃借人に賃貸借物品を無償譲渡すること。 

（２）賃貸人は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

（３）本仕様に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、賃借人と賃貸人との間で協議

の上、決定することとする。 

（４）この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定に基づく

債務負担行為による契約である。 

 

13 担当 

  前橋市スポーツ課スポーツ施設係 小林 

  前橋市大手町二丁目１２番１号 前橋市役所 ３階 

  電話番号（直通）：０２７－８９８－５８３２ 


